
 

古物営業法に基づく指示、営業停止命令及び許可の取消しの基準新旧対照表 

（改正部分は、下線部分である。） 

旧 新 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴～⑵ （略） ⑴～⑵ （略） 

⑶ 許可の取消し 法第２４条の規定に基づ

き、古物商等に対し、その古物営業の許可

を取り消すことをいう。 

⑶ 許可の取消し 法第２４条第１項の規定

に基づき、古物商等に対し、その古物営業

の許可を取り消すことをいう。 

⑷～⑻ （略） ⑷～⑻ （略） 

第３条～第１５条 （略） 第３条～第１５条 （略） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

項 法令違反行為等 関係条項 分

類 

１ 無許可営業 法第３条、法第

３１条第１号 

A 

２ 不正手段により許可

を受ける行為 

法第３条、法第

３１条第２号 

A 

３ 名義貸し 法第９条、法第

３１条第３号 

A 

４ 営業停止等命令違反 法第２４条、法

第３１条第４号 

A 

５ 古物商の営業制限違

反 

法第１４条第１

項、法第３２条 

C 

６ 古物市場での取引制

限違反 

法第１４条第２

項、法第３３条

第１号 

D 

７ 確認等義務違反 法第１５条第１

項、法第３３条

第１号 

D 

８ 帳簿等備付け義務違

反 

法第１８条第１

項、法第３３条 

D 

  第１号  

９ 品触れに係る電磁的 法第１９条第４ D 

項 法令違反行為等 関係条項 分

類 

  

 

  

１ 不正手段により許可

を受ける行為 

法第３条、法第

３１条第２号 

A 

２ 名義貸し 法第９条、法第

３１条第３号 

A 

３ 営業停止等命令違反 法第２４条、法

第３１条第４号 

A 

４ 古物商の営業制限違

反 

法第１４条第１

項、法第３２条 

C 

５ 古物市場での取引制

限違反 

法第１４条第３

項、法第３３ 

条第１号 

D 

６ 確認等義務違反 法第１５条第１

項、法第３３条

第１号 

D 

７ 帳簿等備付け義務違

反 

法第１８条第１

項、法第３３条 

D 

  第１号  

    



 

 方法による記録保存義

務違反 

項、法第３３条

第１号 

 

１

０ 

古物商の品触れ相当

品届出義務違反 

法第１９条第５

項、法第３３条

第１号 

C 

１

１ 

古物市場主の品触れ

相当品届出義務違反 

法第１９条第６

項、法第３３条

第１号 

C 

１

２ 

古物商の帳簿等記載

等義務違反 

法第１６条、法

第３３条第２号 

D 

１

３ 

古物市場主の帳簿等

記載等義務違反 

法第１７条、法

第３３条第２号 

D 

１

４ 

帳簿等毀損等届出義

務違反 

法第１８条第２

項、法第３３条

第３号 

D 

１

５ 

品触書保存等義務違

反 

法第１９条第２

項、法第３３条

第４号 

D 

１

６ 

差止め命令違反 法第２１条、法

第３３条第５号 

C 

１

７ 

許可申請書等虚偽記

載 

法第５条第１項

、法第３４条第

１号 

D 

１

８ 

競り売り届出義務違

反 

法第１０条、法

第３４条第２号 

D 

１

９ 

変更届出義務違反 

 

 

 

法第７条、法第

３５条第１号 

E 

２

０ 

許可証返納義務違反 法第８条第１項

、法第３５条第

２号 

F 

２

１ 

許可証携帯義務違反 法第１１条第１

項、法第３５条

第２号 

F 

２ 行商従業者証携帯義 法第１１条第２ F 

２ 務違反 項、法第３５条

第２号 

 

  

 

  

８ 古物商の品触れ相当

品届出義務違反 

法第１９条第３

項、法第３３条

第１号 

C 

９ 古物市場主の品触れ

相当品届出義務違反 

法第１９条第４

項、法第３３条

第１号 

C 

１

０ 

古物商の帳簿等記載

等義務違反 

法第１６条、法

第３３条第２号 

D 

１

１ 

古物市場主の帳簿等

記載等義務違反 

法第１７条、法

第３３条第２号 

D 

１

２ 

帳簿等毀損等届出義

務違反 

法第１８条第２

項、法第３３条

第３号 

D 

１

３ 

品触書保存等義務違

反 

法第１９条第２

項、法第３３条

第４号 

D 

１

４ 

差止め命令違反 法第２１条、法

第３３条第５号 

C 

１

５ 

許可申請書等虚偽記

載 

法第５条第１項

、法第３４条第

１号 

D 

１

６ 

競り売り届出義務違

反 

法第１０条、法

第３４条第２号 

D 

１

７ 

変更届出義務違反 法第７条第１項

、第２項又は第

４項、法第３５

条第１号 

E 

１

８ 

許可証返納義務違反 法第８条第１項

、法第３５条第

２号 

F 

１

９ 

許可証携帯義務違反 法第１１条第１

項、法第３５条

第２号 

F 

２ 行商従業者証携帯義 法第１１条第２ F 

０ 務違反 項、法第３５条

第２号 

 



 

２

３ 

標識掲示等義務違反 法第１２条、法

第３５条第２号 

F 

２

４ 

立入り等の拒否等 法第２２条第１

項、法第３５条

第３号 

D 

２

５ 

報告義務違反 法第２２条第３

項、法第３５条

第４号 

D 

２

６ 

許可証亡失等届出義

務違反 

法第５条第４項 F 

２

７ 

許可証等提示義務違

反 

法第１１条第３

項 

F 

２

８ 

管理者選任義務違反 法第１３条第１

項 

F 

２

９ 

古物商の不正品申告

義務違反 

法第１５条第３

項 

D 

３

０ 

指示処分違反 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第２３条 B 

 

２

１ 

標識掲示等義務違反 法第１２条、法

第３５条第２号 

F 

２

２ 

立入り等の拒否等 法第２２条第１

項、法第３５条

第３号 

D 

２

３ 

報告義務違反 法第２２条第３

項、法第３５条

第４号 

D 

２

４ 

許可証亡失等届出義

務違反 

法第５条第４項 F 

２

５ 

許可証等提示義務違

反 

法第１１条第３

項 

F 

２

６ 

管理者選任義務違反 法第１３条第１

項 

F 

２

７ 

古物商の不正品申告

義務違反 

法第１５条第３

項 

D 

２

８ 

指示処分違反 法第２３条 B 

２

９ 

新許可証交付申請義

務違反 

古物営業法の一

部を改正する法

律（平成３０年

法律第２１号。

以下「改正古営

法」という。）

附則第３条第２

項、改正古営法

附則第５条第１

項第２号 

F 

 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

項 法令違反行為 分

類 

１ 刑法（明治４０年法律第４５号）第

２４０条、第２４１条第１項若しくは

第３項又は第２４３条（第２４０条又

は第２４１条第３項に係る部分に限る

。）に規定する罪に当たる行為 

B 

   
   

１ 工業標準化法（昭和２４年法律第１ D 

項 法令違反行為 分

類 

１ 刑法（明治４０年法律第４５号）第

２４０条、第２４１条第１項若しくは

第３項又は第２４３条（第２４０条又

は第２４１条第３項に係る部分に限る

。）に規定する罪に当たる行為 

B 

   
   

１ 産業標準化法（昭和２４年法律第１ D 



 

１ ８５号）第７０条（第３号に係る部分

に限る。）に規定する罪に当たる行為 
   
   

２ 著作権法（昭和４５年法律第４８号 C 

６ ）第１１９条第２項（第３号（第１１

３条第１項第２号の申出に係る部分を 

 

 除く。）に係る部分に限る。）、第１

２０条の２（第１号（譲渡、輸入又は

所持に係る部分に限る。）、第３号（

第１１３条第３項第３号の頒布、輸入

又は所持に係る部分に限る。）又は第

４号（第１１３条第５項の輸入、頒布

又は所持に係る部分に限る。）に係る

部分に限る。）に規定する罪に当たる

行為 

 

   
   

３

４ 

不正競争防止法（平成５年法律第４

７号）第２１条第２項（第１号（第２

条第１項第１号又は第１４号の譲渡、

引渡し、輸出又は輸入に係る部分に限

る。）、第３号（第２条第１項第３号

の譲渡、輸出又は輸入に係る部分に限

る。）又は第７号（第１６条又は第１

７条の譲渡、引渡し、輸出又は輸入に

係る部分に限る。）に係る部分に限る

。）に規定する罪に当たる行為 

C 

   
   

４

６ 

１から４５までのいずれかに掲げる

法令違反行為（罰則の適用があるもの

に限る。）を教唆し、若しくは幇
ほう

助す

る行為又は当該行為を教唆する行為 

当

該

法

令

違

反

行

為

に

係

１ ８５号）第７８条（第３号に係る部分

に限る。）に規定する罪に当たる行為 
   
   

２ 著作権法（昭和４５年法律第４８号 C 

６ ）第１１９条第２項（第３号（第１１

３条第１項第２号の申出に係る部分を 

 

 除く。）に係る部分に限る。）、第１

２０条の２（第１号（譲渡、輸入又は

所持に係る部分に限る。）、第３号（

第１１３条第４項第３号の頒布、輸入

又は所持に係る部分に限る。）又は第

４号（第１１３条第６項の輸入、頒布

又は所持に係る部分に限る。）に係る

部分に限る。）に規定する罪に当たる

行為 

 

   
   

３

４ 

不正競争防止法（平成５年法律第４

７号）第２１条第２項（第１号（第２

条第１項第１号又は第２０号の譲渡、

引渡し、輸出又は輸入に係る部分に限

る。）、第３号（第２条第１項第３号

の譲渡、輸出又は輸入に係る部分に限

る。）又は第７号（第１６条又は第１

７条の譲渡、引渡し、輸出又は輸入に

係る部分に限る。）に係る部分に限る

。）に規定する罪に当たる行為 

C 

   
   

４

６ 

１から４５までのいずれかに掲げる

法令違反行為（罰則の適用があるもの

に限る。）を教唆し、若しくは幇
ほう

助す

る行為又は当該行為を教唆する行為 

当

該

法

令

違

反

行

為

に

係



 

る

分

類

と 

  同

一 

  の

分

類 
 

る

分

類

と 

  同

一 

  の

分

類 
 

 


